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1 本事業の目的と概要 

1.1 事業の背景と目的 

現在、世界規模で異常気象の発生が見られ、大規模な自然災害が増加するなど、気候変

動問題への対応は人類共通の課題となっている。この原因の大きな一つは化石燃料利用

による地球温暖化によるものとされていることから、世界的に脱炭素の機運が高まって

おり、我が国においても、2030 年には温室効果ガスを 46％まで削減し、2050 年にはカ

ーボンニュートラル実現という目標を掲げ、国際公約としている。このような状況の中、

化石燃料利用の抑制に向け、森林資源を有効に利用していくことは、GX 実現に向けて非

常に重要な役割を担っていると言える。 

我が国における森林蓄積量は年々増加しており、2022 年時点で約 55.6 億㎥となってい

る（図 1-1）。これに伴い、木材生産量も増加しており、更に FIT 制度の創設により燃料

材比率も年々増加しており、2023 年時点では 32.5％を占めている（図 1-2）。他方、由来

別の発生量とその利用率の推移を見ると（図 1-3）、製材工場等残材や建設発生木材の利

用率はいずれも 90％を超えているが、林地残材の利用率は低調であり、年々微増してい

るものの 2022 年時点での利用率は 40％弱にとどまっている。言い換えれば、木材生産を

する際に副次的に発生する林地残材という資源は、60％程度林内等に残置されているこ

ととなる。これらの資源を木質バイオマスエネルギーとして利用することは、燃料材の安

定供給に貢献するとともに、再造林を行う際の地拵えの手間を軽減することにもつなが

る。現在も木質バイオマス発電所は増加しており、それに伴う燃料材の需要の増加が見込

まれることから、燃料材の安定供給がますます重要になってきている。 

このため、本事業では、これまで利用が低位であった林地残材の利用向上を目的として、

架線による全木集材を対象とした実証調査を実施し、用材生産も踏まえた林地残材収集

における架線集材の収支を整理し、一定条件下における林地残材収集の採算ラインを把

握した。 
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1.2 事業概要 

林地残材の利用拡大に向け、架線系による全木集材を実施しており、実際に林地残材を利

用している事業体を対象に現地調査を行い、得られたデータ及び文献調査結果を活用して、

架線集材における林地残材利用を踏まえたコストを試算し、一定条件下における伐採面積

と森林蓄積量の違いによる予想収支を試算した。 

実証調査は、現地調査と文献調査を実施した。現地調査では、素材生産量の多い地域かつ

架線系全木集材を実施している 2 事業体（高知県の事業者・宮崎県の事業者）を対象に行

い、加えて、林地残材をチップ化して木質バイオマス発電所へ販売している今年度新設され

たチップ工場（2025 年 7 月竣工）を調査した。文献調査では、現地調査結果を一般化する

ために必要な情報を整理した。 

これらの調査結果を踏まえ、一般化した調査結果を普及するため、ガイドブックの作成・

配布及び国際バイオマス展において成果を報告した。 
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1.3 検討委員会の設置 

本事業の実施にあたっては、専門知識を有する委員（表 1-1）で構成する検討委員会を設

置し、専門的観点から助言を受ける委員会を開催した。委員会は 2025 年 7 月 11 日、2026

年 2 月 2 日の計 2 回開催し、第 1 回では調査設計及び分析手法について、第２回では調査

分析結果、とりまとめ方針、ガイドブック案作成について協議した。 
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林野庁 木材需給表  

（https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/mokuzai_zyukyu/index.html ） 

 

農林水産省 バイオマス種類別の利用率と推移 

（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/attach/pdf/230908_8 -12.pdf） 
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2. 実証調査 

2.1 現地調査 

現地調査は、前述のとおり、素材生産量の多い地域から高知県と宮崎県を選定した。それ

ぞれの地域において、架線系全木集材を実施している有限会社川井木材（高知県本山町）と

株式会社マルサン（宮崎県高千穂町）の施業地で実施した。 

本調査では、要素作業を設定した上で（表 2-1）、架線集材をビデオ撮影して功程調査を

実施し、要素作業ごとの作業時間を集計するとともに、各事業体へヒアリングし、伐採面積

や作業時間等の基礎情報や使用機械類等を把握した。なお、機械類の仕様はメーカーホーム

ページやカタログの情報から必要な諸元を収集した。 

また、調査当日までに確認できなかった事項（先行伐倒や架設撤去の頻度等）については、

各事業体へ適宜追加ヒアリングを実施して把握した。なお、本調査先の作業（集材・造材・

運材）は全て並列作業であった。 
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2.1.1 有限会社 川井木材（高知県） 

(1)  調査を実施した事業体及び調査地の概要について 

有限会社川井木材は、高知県長岡郡本山町に所在している林業事業体である。調査地

に関する概要を表 2-2、図 2-1 に示した。 

川井木材では、タワーヤーダとリフトライナーを利用した全木集材を実施しており、

本調査時の現場では、下げ荷集材を行っていた。定期的に先行伐倒を実施（2 週間に 1-

3 回程度）しながら集材・造材を進めている。先行伐倒、集造材、運材の他に、中間土

場で１週間に 1.5 日程度の頻度で枝条をチッピングしている。 
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(2)  調査結果 

表 2-2 のとおり、現地調査は、2025 年 10 月 9 日、10 日に実施した。9 日は集材・造材

作業と枝条の運搬作業を記録した。10 日は中間土場にてチッピング作業と枝条運搬作業を

記録した。 

本調査地の作業システムを図 2-2 に示した。 
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用材及び林地残材の運搬の流れを、図 2-3、図 2-4 に示した。 
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高知県の事例では、用材は近隣にある製材所へ直納品していた。林地残材については、端

材はそのまま販売し、末木枝条は中間土場へ運搬した上でチップ化して木質バイオマス発

電所へ供給していた。 

本調査地では、集造運材は 3 人 1 班体制であり、リフトライナーをリモコン操作し、荷

掛け手と造材者（ハーベスタ操作）がリフトライナーの操縦を切り替えながら作業すること

で、集造材を 2 人、運材（原木・端材・枝条）を 1 人で実施していた。集材から造材までの

流れを図 2-5、各種数量のヒアリング結果を表 2-3 に示した。 
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オートチョーカーの使用により、荷外しは基本的にはハーベスタから降りずに作業する

ことが可能であった（一部外れなかったものは手作業で外していた）。ヒアリングの結果よ

り、素材生産量は 1 日当たり平均 48 ㎥、林地残材は 1 日当たり 17 ㎥発生していた。 

林地残材のうち、端材は山土場から 20km 先にある林業事業者（大豊町）へ直接運搬・販

売しており、枝条部分は山土場から 10km 先にある自社中間土場まで運搬し、1 日 50t 程度

の枝条をチッピングしていた。なお、チッピングは週に 1.5 日程度の頻度で実施していた。 

実測した調査結果を 1 日 7 時間作業として換算するため、要素作業ごとの所要時間を 1

日作業として再計算した。その結果を集材作業、造林作業ごとに図 2-6、図 2-7 に、各サイ

クルタイムを表 2-4 に示した。 
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前述のとおり、本調査地ではオートチョーカーを利用していたため、「荷外し」の時間は

ほとんど発生しなかったが、「荷外し」が発生した場合でも、グラップルを活用して原木を

少し浮かせた状態にしており、手作業での「荷外し」が効率的に実施されていた。また、下

げ荷集材であったことにより、「荷下ろし」は「実荷走行」の付帯作業となっていたため、

要素作業として発生しない結果となっている。「荷掛け・木寄せ等」と「実荷走行」の合計

の発生割合は全体の 74％を占めており、これらに時間を要したのは、下げ荷集材であった
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ため、慎重に荷下ろしポイントまで集材していたことが要因と考えられる。 

造材作業における発生割合が最も多かった要素作業は、「（造材）整理」で、次いで「玉切

り」であった。本調査地では、荷下ろしポイントと造材ポイントがほぼ同位置であったため、

スムーズな造材が可能となり、造材後の材の整理時間に最も時間を要した結果となってい

る。なお、全体の 20％程度発生した「（造材）待機」のうち 95％は、リフトライナーのリモ

コン操作によりハーベスタが止まっていた時間であった。 
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2.1.2 株式会社 マルサン（宮崎県） 

(1)  調査を実施した事業体及び調査地の概要について 

株式会社マルサンは、宮崎県西臼杵郡高千穂町に所在している林業事業体である。調

査地に関する概要を表 2-5、図 2-8 に示した。 

マルサンでは、定置式集材機を利用した全木集材を実施しており、本調査時の現場で

は、ダブルエンドレス方式の上げ荷集材を行っていた。定期的に先行伐倒を実施（1 か

月に 1 回程度）しながら集材・造材を進めている。 
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(2)  調査結果 

表 2-5 のとおり、現地調査は、2025 年 9 月 18 日に実施した。調査は集材・造材作業及び

山土場内での用材運搬作業を記録した。 

本調査地の作業システムを図 2-9 に示した。 
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用材及び林地残材の運搬の流れを、図 2-10、図 2-11 に示した。 
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宮崎県の事例では、用材のほとんどは県外にある製材所へ直納していた。林地残材につい

ては端材部分のみを販売し、末木枝条は現地に放置され、利用方法を検討中であった。 

 

本調査地では、集造運材は 3 人 1 班体制であった。荷掛け手は谷側で荷掛け作業を実施

しており、径級が大きく全木の状態では安全に運び出せない可能性のあるものについては、

チェーンソーによる造材作業を実施して短幹状態にしてから集材していた。集材機の運転

手は、「荷下ろしポイント」に集材した材が溜まった場合、「荷下ろしポイント」とプロセッ

サのある「造材ポイント」まで、グラップルを使用して材を移動する作業を兼務していた。

プロセッサの運転手は、集材機運転手と同様に「荷下ろしポイント」から「造材ポイント」

までの材移動を兼務しつつ、造材作業を実施しており、さらに、本施業地は山土場が手狭で

あったため、山土場に溜まった原木をフォワーダに載せて、30-40m 程度進んだ場所に原木

を再度椪積みしていた。集材から造材までの流れを図 2-12 へ、各種数量のヒアリング結果

を表 2-6 に示した。 
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2 - 12  ᶍ ᶫ 

 

2 -6  ╗  

 

 

 

 

 

 

 

 

施業地の品種が飫肥スギ系統のため、樹齢の割に原木は太く、一部の原木は荷掛け手が林

内でチェーンソーにより造材したものを集材していた。造材時の長さは 8m を基本とし、

8m でも太くて安全に集材が出来ない可能性があると判断された場合は、長さ 4m にした上

で集材していた。 

また、上記のように径級が大きい材は、山土場でもプロセッサの材送りや枝払い、玉切り

が困難であるため、山土場においてもチェーンソーによる造材作業となっていた。 

ヒアリング結果によれば、素材生産量は 1 日当たり平均 20 ㎥、端材は 5t/ 日発生してい

た。端材は、山土場から 25km 先にある木材取扱い事業者（日之影町）へ直接運搬・販売し

ていた。おおむね 1 週間で 3 台程度運搬していた。 

実測した時間を 1 日 7 時間作業として換算した功程調査結果を集材作業、造材作業ごと

 20 /  

֩ ֪  5t/  

ᶩּל  5,500 6,000 ⱦ/t  

ă ᶎ  
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に図 2-13、図 2-14 に、各サイクルタイムを表 2-7 に示した。 

 

 

2 - 13  1 ᵾᶩᶍ ᶍ ֩  ֪

 

 

2 - 14  1 ᵾᶩᶍ ᶍ ֩  ֪

 

本調査事例では、定置式集材機であり、集材距離も長かったことに加え、径級が大きかっ

たため、「荷掛け・木寄せ等」の発生割合や約 50％と、最も時間を要していた。また、荷掛

け手によるチェーンソー作業は、基本的には集材機作業者がグラップルで材移動している

際や荷外しの際など、次の集材がスムーズに進められるように合間時間をうまく活用しな

がら作業していた。なお、今回は集材を対象に記録していたため、林内のチェーンソー造材
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作業についての時間、映像のデータはない。 

発生割合が最も多かった要素作業は、「玉切り」であった。前述のとおり、プロセッサ作

業者は、グラップルの材移動及びフォワーダ運材も兼務していたため、高知県事例と比較す

ると「（造材）整理」の時間は少ない結果となった。しかし、山土場で径級の大きい材をチ

ェーンソーにより造材作業をする必要があったため、プロセッサであれば造材作業の付帯

作業として考えることも可能な「枝払い」が単独で発生した。なお、プロセッサによる玉切

り作業と枝払い作業は同時に行われるため、本調査では、プロセッサによる玉切り作業には

枝払い作業を含んだ時間としてカウントとしており、要素作業として記録した枝払い作業

については全てチェーンソーによるものであった。 

 

 

2 -7  ᷊ᶹ᷄ḳḇᶹḨ֩ ֪ 

 

 

集材作業は、1 日当たりで換算すると、51 サイクル発生したことになる。平均 20 ㎥/ 日

の用材の生産量であったため、1 サイクル当たり 0.39 ㎥を集材したこととなる。造材作業

では、139 本分の玉切り作業が実施されており、1 本当たり 0.14 ㎥を造材していたことと

なる。端材運搬については、ヒアリングの結果から、おおむね 1 日 5t 程度発生し、1 週間

で 3 回程度山土場から受け入れ先へ運搬している。端材運搬は、集造材作業とは別の作業

員が別途運搬していた。 

2

1

5:13:51 7:00:00

᷊ᶹ᷄ḳ 38 51

53 71

᷊ᶹ᷄ḳᵡᵾᶩᶍ 1.39 ᴻ

0.5

1

4:43:42 7:00:00

᷊ᶹ᷄ḳ ֩ ֪ 94 139

1:45:52 2:36:44

᷊ᶹ᷄ḳᵡᵾᶩᶍ ֩ ֪ 0:01:08 ᴻ

ᶩᶱḉᶼᴻḻḅᴻᶆ ᵶᵾ 14% ᴻ

◖

0.5

1

0:56:44 7:00:00

᷊ᶹ᷄ḳ 7 52

161 1,192
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2.1.3 錦バイオマスセンター（山口県） 

錦バイオマスセンター（以下、錦 BC）は、山口県東部森林組合が 2025 年７月３日に運

用を開始した新設の木質チップ生産工場である。敷地面積は 49,800 ㎡であり、調達圏内は、

森林組合管内（岩国市、周南市、下松市、光市、柳井市、和木町、周防大島町、上関町、田

布施町、平生町）であるが、主な調達先は岩国市と周南市である。 

錦 BC は、林地残材等を主原料とする工場であり、経済的な判断だけではなく林地残材の

除去による災害防止や地拵えコストの軽減も期待できるように、総工費約 9 億円（一部を

公的助成活用）を掛けて設置された。 

将来的に、1 年後に運用を開始する広島県の木質バイオマス発電所へチップを販売するこ

とを想定しているため、林地残材の受入れ量は 28,000t/ 年と想定している。しかし、現状で

は木質バイオマス発電所への必要量を満たせないと判断し、「錦 BC 地元連絡協議会」と「錦

BC 森林資源循環利用事業推進協議会」を設立し、林地残材等の供給に係る協力事業体の確

保に取り組んでいる。 

所有しているチッパーは、ALLRECO 社製（ドイツ）の定置式チッパーであり、25t/ 時の

性能を有している。製造したチップの水分は自然乾燥により 35-40％wb を想定している。

また、定置式チッパーのほかに、2 台の移動式チッパーも有しており、林地残材の破砕は定

置式チッパーを利用し、製材端材等の破砕は移動式チッパーを利用している。 

調達した原木は、間伐材等由来が 9 割、一般木質由来が 1 割となっており、現状では原

木と林地残材の割合は 7：3 となっている。 

錦 BC では、ホームページに買取価格を公開している。価格設定については山口県森林組

合連合会が設定している価格帯を参考にしつつ、山口県東部森林組合でも独自の試算を踏

まえて金額を設定した（図 2-15）。 

 

 

2 - 1 ḉḋḙᴻ֩ BC  ֪
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2 - 2  ᶍ ֩ BC  ֪

 

 

 

2 - 15 לּ  ֩ BC  ֪

 

 

  



20 

 

2.2 文献調査 

文献調査は、「架線集材」をキーワードにして、J-Stageでの論文検索、農林水産省が管理

する農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターの論文検索及び都道府県が運営す

る森林・林業の試験研究機関（森林技術センター等）の公開している情報を調査し、関連の

ある文献から、必要な情報を整理して、現地調査結果を一般化する際に活用した。検索でヒ

ットした文献数は 167 件であり、概要のみをとりまとめ一覧表を作成した（巻末資料参照）。 

なお、167 件の文献の他に、試算条件を整理するために収集した文献は、以下のとおり

である。 

 

2 -8  ᶊ ᶪ ḲḁḐ 

  ᴴ   

ḟḱḻḒᴻḎ᷂ḁḐ 2023  ḟḱḻḒᴻ  

ᴴ  2024  /  

 2024   

 2025  https://www.mlit.go.jp/report/p

ress/tochi_fudousan_kensetsugy

o14_hh_000001_00261.html  

ᶍḦḕḀḩḻḐ 2024טּ   

 

 

文献調査の結果、本事業の試算で活用する数量等が記載されていた文献は、以下のとお

りである。 

V 平山ら（2019）欧州製自走式搬器を利用した全木集材と全幹集材の労働生産性．森

利誌 34（3） 

V 片桐（2018）岡山県における車両系作業システム及び架線系作業システムによる皆

伐作業の生産コストの比較．森利誌 33（1） 

 

次章より、実証試験結果をベースとし文献データを活用した、架線集材における林地残

材収集コストの一般化を実施した。 

 

 

 

 

 

  



21 

 

3. 実証調査結果を基にしたコスト試算の一般化 

3.1 林地残材収集の考え方と試算条件の整理 

3.1.1 林地残材収集の考え方 

伐採木の集材形態は、架線系集材により林地残材を収集利用していく上で非常に重要な

ポイントとなる。集材方法は、全木集材、全幹集材、短幹集材の 3 つあるが、これら 3 つの

集材方法について、林地残材収集における考え方を整理した（表 3-1）。 

 

3 - 1 ᶊᵩᵰᶪ ᶍ┴ᵣᶊᶧᶪ ᵧ  

בֿ  ᶍ ᵧ  

ӡ 

 V ᶇ ᶊ ᵸᶪᵲᶇᵫּס ᶆᵡᶪ  G

V ᶍ ᷈ḁḐᶎᴲ ᶆᶍ ᶝᶆ ᷈ḁḐᶊ ᶝᶫ

ᶪᵾᶠᴲ ◖ ∙ ᶆ᷈ḁḐᵫ ᵸᶪᴳ 

V ᶱ ᵮ ᶅᶍ ᵫ סּ ᶆᵡᶪ  G

V 3 ᶃᶍ ᶍ ᶆᴲ ᶡ ᷈ḁḐᶆ ᶱ סּ ᶆᵡᶪ  G

V ᶆᶎᶉᵮ ᶆ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᶍ ᶡ ᵮ ᶧᶩ

ᵫ ᵣ  G

V ֩ ֪ᶆᶍ ᶍᵾᶠᴲḟḵḃḋ᷊ᶣḗᴻḡḁḇᶱ ᵸᶪᵲᶇ

ᵫּס ᶆᵡᶪ  G

V ᵶᵾ ᶱ╗᷀ ᶊ ᶠᶣᵸᵣ  G

Ӣ 

 V ᶇ ᶊ ᶆᵬᶪᶡᶍᶎᴲ ֩ḇḻ᷈ḵ ֪ᶍᶞᶆᵡᶪᴳ 

V ᶍ ᷈ḁḐᶎᴲᵆ ᵇᶇ ᶊᴲ ◖ ∙ ᶆ᷈ḁḐᵫ

ᵸᶪ  G

V ᶱ ᵸᶪ ᶎᴲ ᶆ ᶱ ᵸᶪ᷈ḁḐᵫ ᵸᶪᴳ 

V ᵪᵴ ᶎᴲ ᶧᶩɟ ᵣ  G

V ᶆḉᶼᴻḻḅᴻ ᶊᶧᶪ ᵣᵫ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᶇ ᵶ

ᶅ ᶍ ᶎᶣᶣ ᵶᴲזּ ᶍ ᶡ ᵫᶪG 

V ♀ ᶎᴲ ᶉᶈᶊ╥ᶂ ᵪᶩᶄᶨᵣ G

ӣ 
 V ᶇ ᶊ ᶆᵬᶪᶡᶍᶎᶚᶛ ᵶ֩╗ ᶍ ᶍᶞ֪ᴳ 

V ᶍ ᶊᶎ ᵬᶆᵡᶪ  G

 

それぞれの集材方法で、用材生産と同時に収集可能な林地残材の形状は様々であるが、全

木集材であれば、利用可能な林地残材量が最も多く、林内でのチェーンソーによる造材作業

が発生しないため、山土場でプロセッサやハーベスタ等の重機により造材作業が可能とな

り、作業効率及び安全性は高いと言える。さらに、山土場での作業であるため、1 か所に林

地残材を集めやすいなど、メリットが多い。 
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また、全木集材における林地残材収集コストは、図 3-1 に示すように造材後から発生（図

中の赤破線以降）する。その理由は、造材までの林地残材の収集工程は用材生産と同一とな

り、林地残材の生産コストは用材の生産コストでカバーできるためである。 

 

 

3 - 1 ᶊᵩᵰᶪ᷈ḁḐ ᶍ ᵧ  

 

 

そこで本章では、林地残材収集コストを試算するに当たり、山土場で集められた林地残材

を運搬する工程から積算することとした。なお、用材生産コストは、伐倒から山土場で椪積

みされるまで（架設撤去含む）のコストとする。 
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3.1.2 試算条件の整理 

林地残材収集における一般化したコストを試算していくために、表 2-8 に示した文献、メ

ーカーカタログ、ヒアリング結果を基にして、各種機械損料を設定した（表 3-2）。なお、購

入費用は補助率 1/2 の公的助成を活用することを想定した。 

 

3 -2  ᶍ  

  
 

k֩W  ֪
 

L֩/kw  ֪
 

L֩/  ֪
1  

֩ⱦ ֪
ḉᶼᴻḻḅ  ᴻ 0.060L  3  ᴻ 0.38  210  
᷅ḱḋḟḳ 0.45  63 - 77  0.144  9.1 - 11.0  7,980  
᷅ḱḋḟḳ 0.7  113  0.144  16.27  10,130  

 51.6kN  75  0.108  8.1  19,660  
ḇḷᴻḬᴻḈ  ᴻ 210  ᴻ 45  59,070  
ḝᶾḷᴻḈ N4  81  0.114  9.22  6,900  
ḟḵḃḋ  ᷊ 0.45  73  0.144  10.57  12,190  
ḗᴻḡḁḇ 0.7  113  0.144  16.27  15,570  
ḈḻḟḐḱḋ  ᷄ 4  135  0.04  5.4  4,150  
ḈḻḟḐḱḋ  ᷄ 8  179  0.04  7.16  7,460  
ḈḻḟḐḱḋ  ᷄ 10  246  0.04  9.84  10,040  
ḃḧḐḴᴻḱ  ᴻ 20  235  0.075  17.63  9,270  
ḃḧḐḴᴻḱ  ᴻ 25  235  0.075  17.63  10,180  
ḉḋḙ  ᴻ 400kW  390  0.191  74.49  73,190  

※フォワーダの「N」はローダなし、数値は積載量（N4 はローダ無し 4t 積） 

※燃料費は、軽油 149 円/L 、混合燃料 173 円/L と設定 
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また、機械経費以外の各種設定した数量について、各種設定金額を表 3-3 に、人件費及び

その他数量を表 3-4 に示した。 

 

 

3 -3   

 ᶩּל  ╥  

 15,900 ⱦ/  R6  

ḁ᷃ לּ  

 6,000 ⱦ/t   

 2,700 ⱦ/t   

ḉḋḟ 12,000 ⱦ/t  

֩ 50 ð  ֪

 

 

 

3 -4  ᶒᵼᶍ  

  ╥  

 

֩ 15ð  ֪

24,852 ⱦ/  

3֩,728 ⱦ/  ֪ ֩לּ ╢ ֪
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5t/  

וֹ ᶒ
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Ḧḓḭᶷḳ2014  ֪  
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 ᴴ ◖  

 ᴴ  

 ᴴ ḉḋḟ◖  

 

30 /  
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50t/  

9t/  
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さらに、山土場以降の、林地残材等の納入先距離や流れを設定した（図 3-2）。 

 

 

3 -2  ᶍ ᶫ 

 

端材は、処理をせずにそのままの状態で、山土場から 20km 程度離れたチップ工場などの

受入れ先へトラックで運搬し、末木枝条は、10km 程度離れた中間土場へトラックで運び中

間土場でチップ化し、中間土場から 10km 程度離れた木質バイオマス発電所へ枝条チップ

運搬する流れで試算を進めることとする。 
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3.2 コスト試算（一般化） 

3.2.1 定置式集材機について 

宮崎県の調査結果をベースに、定置式集材機（全木集材）における林地残材等の生産コス

トを試算した。試算結果を表 3-5 に、想定した作業システムを図 3-3 に示した。 

 

3 -5  ֩ ֪ᶍ ᷈ḁḐ 

 

 

 

3 -3  ᵶᵾ ᷿ḁḎḨ 

定置式集材機（全木集材）においては、宮崎県の事例をベースとしたため、林地残材は端

材のみを利用したコスト試算である。 

試算した結果、用材コストは、8,870 円/ ㎥となった。なお、用材コストには、木材市場な

どへの運搬費用や各種手数料等は加味していない。 

本試算表を活用して、人件費や人工数、機械経費、生産量等を代入することで、今後の事

業予定地のコストを算出することが可能である。 

その手順としては、まず作業工程を想定して、それぞれ 1 日に係る人工数を設定する。単

価や管理費は組織で有する人件費を代入する。 

次に、作業工程ごとに使用する機械類を整理する。機械類の機械経費は、人件費と同様に

組織で有する情報を利用するか、前述の文献（治山林道必携や森林利用学等）を活用して一

般的な数値を代入することで設定が可能である。 

さらに、素材生産量や端材発生量を設定する。設定した生産量等の数値で、人件費及び機

械経費の合計値を除することで、単位量当たりの生産コストを算出できる。なお、末木枝条

のチップ化を実施する場合は、後述するタワーヤーダの事例を参照する。 
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3.2.2 タワーヤーダについて 

高知県の調査結果をベースに、タワーヤーダ（全木集材）における林地残材等の生産コス

トを試算した。試算結果を表 3-6 に、想定した作業システムを図 3-4 に示した。 

 

3 -6  ḇḷᴻḬᴻḈ֩ ֪ᶍ ᷈ḁḐ 

 

 

 

 

3 -4  ᵶᵾ ᷿ḁḎḨ 

 

タワーヤーダ（全木集材）においては、高知県の事例をベースとしたため、端材は未加工

のまま販売し、末木枝条は自社中間土場においてチップ化した後に、木質バイオマス発電所

へ販売した場合のコスト試算結果である。 

試算した結果、用材コストは、7,750 円/ ㎥となった。なお、用材コストは木材市場などへ

の運搬費用や各種手数料等は加味していない。 

本事例を活用すれば、定置式集材機（全木集材）と同様に、今後の事業予定地のコストを

算出することが可能である。試算のための考え方や数量の設定については、定置式集材機

（全木集材）と同様である。 

なお、枝条は「1 日の運搬可能量」、チップ製造は「1 日の製造可能量」、チップ運搬は「1

日の運搬可能量」を設定することとした。 
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3.3 販売収支の比較 

3.3.1 チップ化のメリット 

末木枝条のチップ化の有無によるメリットを整理するため、前述までの試算で設定した

数量を踏まえて、販売形態による収支の違いを比較した。 

試算の前提として、販売量はそれぞれ、末木枝条：20t/ 日、枝条チップ：9t/ 日とし、運搬

距離や流れについては図 3-5 のとおりである。なお、それぞれの買取り価格は、前述の表 3-

3 の条件とした。 

 

 
3 -5  ᶍ┴ᵣᶊᶧᶪᵼᶫᵽᶫᶍ  ʟ

 

試算の結果（表 3-7）、どちらの販売形態であっても、本試算の条件下では一定の利益が

生じる結果となった。しかし、末木枝条の場合は、収支が僅少となり、移動式チッパーの機

械経費やチッピング工程及び運搬工程の追加による人件費の増加を考慮しても、チップ化

した方が収支面では有利となる結果となった。 

なお、末木枝条の受入れ先が遠方となってしまうと採算が取れなくなってしまう可能性

が高くなるため、注意が必要である。 

 

3 -7  ᶊᶧᶪ ᶍ┴  r

 
לּ    ᷈ḁḐ   

t  ⱦ/t  ⱦ ⱦ/t  ⱦ ⱦ 

 

ᶆᶍ  
20  2,700  54,000  2,420  48,400  5,600  

ḉḋḟ 

ᶆᶍ  
9  12,000  108,000  9,010  81,090  26,910  
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3.3.2 生産コストの比較 

前項では、チップ化の有無による試算の結果、チップ化する方が安定した収入が得られる

結果となったが、チッパーの性能や枝条チップの運搬距離の違いによっても収入が変化す

る。 

そこで、使用機械類の整理で活用した文献（治山林道必携）に記載のある、チッパー4 種

類をベースに、枝条チップの 1 日の生産量と運搬距離別の枝条チップの生産コストを試算

した。 

まずは、試算を進めるに当たり、以下の試算例（表 3-8）のような形で整理した。下表で

示すように、人件費と人工数、使用機械類と機械経費、運搬量や製造量を設定することで、

それぞれの段階の生産コストが算出可能となる。 

 

3 -8   

 

 

 

本試算では、枝条チップの運搬距離（片道）を 10km、20km、30km の 3 種類とし、枝条

チップの生産量を 10t/ 日、20t/ 日、30t/ 日、40t/ 日、50t/ 日、60t/ 日の 6 種類とし、チッパ

ーの種類を前述のとおり 4 種類（横入れ式 400kW、タブ式 400kW、タブ式 300kW、タブ

式 200kW）とした。なおチッパーのタブ式とは、上方から材を投入するタイプの破砕機を

指す。 

本条件により試算した結果を表 3-9 に示した。 
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3 -9  ḉḋḟᶍ ᶇ◖ ᶍ  

 
ḉḋḟ  

 10 /  20 /  30 /  40 /  50 /  60 /  

◖

 

10Km  

ӡ 23,420  14,420  11,410  9,910  9,010  8,410  

Ӣ 23,550  14,480  11,460  9,950  9,040  8,430  

ӣ 21,660  13,530  10,830  9,470  8,660  8,120  

Ӥ 19,540  12,470  10,120  8,940  8,240  7,760  

20Km  

ӡ 23,590  14,590  11,580  10,080  9,180  8,580  

Ӣ 23,720  14,650  11,630  10,120  9,210  8,600  

ӣ 21,830  13,700  11,000  9,640  8,830  8,290  

Ӥ 19,710  12,640  10,290  9,110  8,410  7,930  

30km  

ӡ 25,890  16,890  13,880  12,380  11,480  10,880  

Ӣ 26,020  16,950  13,930  12,420  11,510  10,900  

ӣ 24,130  16,000  13,300  11,940  11,130  10,590  

Ӥ 22,010  14,940  12,590  11,410  10,710  10,230  

※①横入れ式 400kW、②タブ式 400kW、③タブ式 300kW、④タブ式 200kW 

※枝条チップ買取り価格 12,000 円/t を下回る生産コストを橙色網掛け 

 

 

試算の結果、枝条チップの生産量が少ないほど、収支は赤字の結果となったが、おおむね

30t/ 日程度より多くなると収支が黒字になった。また、枝条チップ運搬距離が遠いほど収支

は赤字となるが、40t/ 日を超えると収支が黒字化する結果となった。1 日に製造可能なチッ

プ生産量は、チッパーの性能により変動するが、本条件下においては、最低でも 30t/ 日の枝

条チップ生産量を確保する必要がある結果となった。なお、1 日のチップ生産量が少ない場

合は、チッパーの稼働率が低下するため、機械損料などの経費が増加することにより、試算

結果よりも生産コストが増加する可能性がある。 
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3.3.3 蓄積量と伐採面積の違いによる収支（定置式集材機） 

これまで、端材や末木枝条の生産コストやチップ化生産コスト等、林地残材の生産コスト

を中心に試算を進めた。しかし、架線集材により林地残材を利用していくためには、素材生

産も踏まえた一体的な試算が必要である。 

そこで、伐採面積と森林蓄積量の違いから見た総合的な予想収支を試算することとした。 

試算にあたって、以下、4 点の条件を追加設定して試算することとした。 

 

【追加条件】 

①用材は 20ｔ積セミトレーラーに、1 台当たり 20 ㎥積載し、30km 先の木材市場へ運搬 

②木材市場の手数料は売上の 8％、椪積み料は 900 円/ ㎥ 

③素材生産量は、森林蓄積量の 0.85 倍 

④枝条はチップ化して販売、端材は未加工のまま販売 

 

なお、次項のタワーヤーダにおいても同様の追加条件により試算した。 

定置式集材機における、伐採面積と蓄積量の別の販売収支を表 3-10 に示した。 

 

3 - 10  ᶍ ֩  ֪

 

 

定置式集材機では、架設撤去に人工数がかかるため、伐採面積が小面積の場合においては、

用材収入が赤字となる結果となった。3ha 以上の伐採面積であれば、収支合計は黒字となっ

たが収入が安定しているとは言えない。 

伐採面積と蓄積量がそれぞれ、2ha・500 ㎥/ha、3ha・300 ㎥/ha、3ha・350 ㎥/ha の場合

は、用材収入だけでは赤字となるが、林地残材の収入を加えると合計収支が黒字化する結果

となった。蓄積量によって差はあるが、7ha 程度から収支は安定する結果となった。 
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3.3.4 蓄積量と伐採面積の違いによる収支（タワーヤーダ） 

前項の定置式集材機の試算及び追加条件と同様に、伐採面積と森林蓄積量の違いから見

た予想収支を試算した（表 3-11）。 

 

3 - 11  ᶍ ֩ḇḷᴻḬᴻḈ֪ 

 

 

タワーヤーダでは、伐採面積が 1ha 以上から収支は黒字となり、3ha 以上になると収支が

安定する結果となった。タワーヤーダの場合は、定置式集材機と比較して、張替回数は増加

するが架設撤去に係る人工数は少ないため、小面積の施業からでも収支が黒字となる。 
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4. まとめ及び成果の普及 

4.1 まとめ 

高知県及び宮崎県の調査結果を活用して、林地残材の活用に加えて素材生産コストも踏

まえた総合的なコストを 3.3.3 及び 3.3.4 で示した。そこで、前述のコスト試算表に関する

各結果を、単位面積当たりの収支の比較という形で再整理した（表 4-1、表 4-2、図 4-1、

図 4-2）。 

各表において、橙色の網掛け部分は、単位面積当たりの収支が安定していると考えられる

条件である。灰色の網掛け部分は、定置式集材機では、素材生産の収支が赤字だが、林地残

材の収支が黒字となり、合計収支が黒字という結果になった条件である（2ha 400 ㎥/ha は

除く）。他方、タワーヤーダでは、素材生産の収支は 1ha 以上から黒字となり、林地残材の

収支は赤字であるが、合計収支が黒字という結果になった条件である。 

これらの結果から、定置式集材機では、タワーヤーダと比較すると機械経費は少ないが、

架線の架設撤去作業には時間と労力を要し、索張りにも技術が必要となるため、一定面積以

上のまとまった伐採面積が無ければ施業コストが安定しない一方、タワーヤーダでは、小面

積からでも施業コストが安定することが分かる。他方、機械購入面で言えば、タワーヤーダ

より、定置式集材機の方が導入しやすい価格帯の機械類が多い。 

本調査地では、タワーヤーダ及びリフトライナーを 2 台のリモコンで操作しており、一

般化した際に使用した素材生産量（30 ㎥/ 日）よりも素材生産量が 1.6 倍高く（48 ㎥/ 日）、

一般化した試算結果よりも低コスト（収入増加）となる。このため、タワーヤーダ等の高性

能林業機械やチッパーの購入経費を考慮しても、チッパーを週 1-2 回程度以上稼働可能な

施業地であれば、機械使用日数が増加するため 1 日当たりの機械損料が圧縮され、1 日当た

りのチップ運搬量も増加することが予想されるため黒字化が可能だと考えられる。他方、定

置式集材機については、架設撤去に労力や索張り技術が必要となるが、1 回の索張りで大面

積の集材が可能であり大径木にも対応が可能である。さらに、機械購入費用はタワーヤーダ

と比較して安価であり、架設時はドローンを活用するなど、日進月歩で作業効率も向上して

いると考えられる。 

なお、面積以外でも、路網状況や傾斜などの要因も重要となってくる。本調査先では、路

網作設の有無や施業面積、蓄積量、平均傾斜、林道の幅員など、複数の要素で架線集材の選

択を検討することとしていた。 

 

本調査結果により、一定条件下において、定置式集材機を利用した林地残材収集は、6-7ha

以上の伐採面積があれば収入が安定し、タワーヤーダを利用した林地残材収集は、3ha 以上

の伐採面積があれば収入が安定することが分かった。一定条件下という前提はあるが、本調

査において、コストの考え方や収入が黒字化するための伐採必要面積を整理することがで

きた。 
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4 -2  ∞ ᵾᶩᶍ ᶍ ֩ḇḷᴻḬᴻḈ֪ 
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4.2 成果の普及 

東京ビックサイトで開催された国際バイオマス展の事業報告セミナーにて本事業の成果

を発表した（2026 年 3 月 18 日）。成果報告会での配布資料は巻末に付した。 

加えて、本事業の成果を事業者向けに整理し、ガイドブックにとりまとめた。作成したガ

イドブックは都道府県担当者や関連団体へ送付するとともに、ホームページで公開し、成果

の普及を図った。 

 

 

4 -3  ᷁ᶹḑḞḋ᷄֩ ֪ 
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5. 巻末資料 

5.1 成果報告会資料 
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5.2 委員会議事録 

5.2.1 第 1 回委員会（2025 年７月 11 日） 

〇事業の概要説明（事務局より） 

本年度の事業概要及び計画について説明した。現地調査は高知県の川井木材（タワーヤ

ーダによる全木集材）と宮崎県のマルサン（従来式集材機による全木集材）の２現場と

し、全幹集材や短幹集材の事例については文献調査により情報を収集することとした。 

 

〇委員の質問及びコメント（➡は事務局回答） 

・想定される要素作業の種類は問題ないだろう。材積の単位をどのくらいで区切っていくの

かということが重要だ。日報単位なのか、作業を止めてもらって丸太を検尺して、半日単位

で材積を確認するのか、この辺りは、事業者も事務局も負担にならない形で決めていくこと

がよいだろう。また、サイクル単位で調査データがあった方が参考になるだろうが無理のな

い範囲で進めて欲しい。 

➡基本は日報ベースを想定しているが、事業者と現場で話しながら進めたい。 

・宮崎県の調査先は、10t 車やセミトレーラーは入っていけるか。 

➡恐らく難しいだろう。現場案内の際に土場までの道を運転したが、4t 車程度のサイ

ズが限界なのではと感じた。チッパーをトラックで回送できるような道ではない。 

・2 現場の事例を調査して生産性を明らかとするのではなく、既存の一般的な事例と比較し

てメリットやデメリットを提示した方が良いだろう。このあたりの結果をガイドブックへ

反映した方が良い。また、林地残材の量はどのように計測するのか。 

➡文献調査を進めて、比較対象を見つけていくイメージだ。その際、全木・全幹・短幹

の比較ができるようにしたい。1 つの文献では対比が難しいので、いくつかの文献を

基に比較することを考えている。また、林地残材の量の計測は、既に事業者はトラッ

ク満載でどの程度の量になるかを把握しているため、何回運んだかを確認すれば概

ねの量は把握できると考えている。なお、調査票の下側にある林地残材発生量につい

ては数式を利用した想定値である。 

・新たなシステムの例を提示しているが、これを今回の事業者へお願いして実施するのか。 

➡あくまでも理論上の話だ。単位時間や単位サイクル当たりの要素作業を組み合わせ

て整理していく中で、提示したシステムのようなものも検討できるのではないかと

いうものだ。 

・荷掛けや木寄せ作業の撮影はしないのか。 

➡今回の調査は造材ポイントや集材方法の違いを調査するため、集材機近くの荷下ろ

し場から撮影する予定だ。そのため、荷掛けや木寄せ作業は撮影できないと考えてい

る。 

・架線の架設撤去について、コストをどのように考えていくか。 

➡本事業は、林地残材の収集を目的としている。そのため、架線の架設撤去については、

マテリアル利用での経費として負担するイメージだ。昨年度もそのような形で整理した。 
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・J-Stageで「架線」や「コレクター集材」、「鈴木+架線」などのキーワードを調べると、日

本森林学会や森林利用学会の論文が出てくるだろう。H 型エンドレスタイラーの論文では

確か、架設事例の平均値コストが記載されていたはずだ。また「福田さん」という方も架線

系の研究論文を投稿していた。高知県森林技術センターの山崎俊彦課長にお話を聞くのも

良いだろう。論文にはなっていないが森林技術センター内の報告として上がっている事例

もあるはずだ。 

➡情報提供ありがとうございます。 

・現地調査に当たっては、十分に安全確保に配慮して進めて欲しい。架線系となると非常に

気を使う所だろう。 

➡承知した。 

・川井木材の 30ha とマルサンの 18ha というのは、今年度の全施業地なのか。それだけの

面積であると林相も変わってくるため、データを取る際は留意した方が良いだろう。 

➡1 年間の施業地かどうかは確認できていないが、両事業者共に今の現場の総面積がこ

の値ということを聞いている。なお、基本的に年間を通して架線集材による全木集材

施業を進めているとのことだ。 

・利用しやすい林地残材としてタンコロがあるが、運搬方法を工夫している事業体も多いた

め、その辺りの情報も取りまとめてもらえるとありがたい。 

➡情報が入手できれば結果へ反映したい。 
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5.2.2 第 2 回委員会（2026 年 2 月 2 日） 

〇事業の概要説明（事務局より） 

本年度の事業概要及び調査結果について説明した。現地調査は高知県の川井木材（タワー

ヤーダによる全木集材）と宮崎県のマルサン（定置式集材機による全木集材）の２現場、先

進事例として山口県岩国市錦町にある錦バイオマスセンター（山口県東部森林組合）へヒア

リングを実施した。全幹集材の事例等、必要な数値については文献調査により情報を収集し

た。 

 

〇委員からの質問及びコメント（➡は事務局回答） 

・（P23）宮崎県用材の流れの牽引車について、どのようなものを想定しているか。 

➡フルトレーラーに連結する牽引部分を１台ずつ運ぶイメージだったが、正確なもの

は確認していない。現地へ確認する（2/4 確認済み_フルトレーラー牽引用の 10t 程

度の牽引部分を、山土場からフルトレーラー積替場所まで 1 台ずつ牽引し、その牽

引部分を連結してフルトレーラーでストックヤードまで運搬）。 

・（P25）機械損料について、ハーベスタの燃料消費量（80L/h ）がヒアリングベースの表記

とあるが、プロセッサとハーベスタの燃料消費量に差がありすぎる。ベースマシ

ーンの性能によると考えられるため、一般化で利用する数値としては、数値の差

を埋めた方が良いだろう。 

➡一般化に向けて、数値を再確認することとする。 

・（P26）生産量だが、用材と林地残材のコストが分かるように２段構えなどで表記すると

見やすいだろう。また、作業順で分けた方が良いだろう。 

➡対応する。 

・（P33）の生産量について、先行伐倒の情報は入ったコストなのか。 

➡入れられていない。これから再試算を進める上で、先行伐倒も含んだ用材コストを示

していきたい。また、「定置式架線【全木集材】」の中に「チェーンソーによる手造材

作業」が含まれているため、ここについては一般化の際は削除する。 

・（P33）一般化にあたり、タワーヤーダの生産性を 48 ㎥/ 日から 30 ㎥/ 日へ落としたので

あれば、50t/ 日の枝条の生産性も同じく減らさないといけないのではないか。そ

もそも林地残材の発生する総量も変わるのではないかと考える。 

➡林地残材の発生量については、川井木材からのヒアリングでは、48 ㎥/ 日の時に用材

生産のうち 30%～35％程度が林地残材となり、17-18 ㎥/ 日の林地残材が発生してい

ると言っていた。そのため、陣川委員のご指摘のとおり、一般化にあたり用材生産量

を減らした場合は、林地残材の発生量も減らす必要があると考える。説明不足で申し

訳ないが、この 50t/ 日という枝条の生産性は、チッパーの性能により設定した。ヒ

アリングでは利用しているチッパーには 15t/ 時の破砕能力があり、平均して 50t/ 日

の枝条チップを製造しているという結果があり、枝条自体の発生量が減ってもチッ

パーの性能に変化はないため、チップ製造の頻度は変わるがチップ生産量に変更は
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無いと考えて 50t/ 日とした。 

➡（委員）50t/ 日の林地残材を処理するために必要な林地残材量も、用材の生産量が落

ちれば、その分、林地残材が貯まる時間もかかるため、枝条チップ生産量も変わるの

ではないか。 

➡ご指摘のとおり、林地残材の発生量やチップ製造量はコストを試算する上で重要な

要素と理解しており、（P34-35）では、チップ生産量や輸送距離を変数として試算し

た。一般化する際には、この辺りの数値も検討しながら進めることとしたい。 

・昨年度の結果も参考にしながら、昨年度の結果とズレが生じないような結果でまとめると

良い。 

・宮崎県の事例で、大径木をチェーンソーで造材する工程が発生しているとのことだが、一

般化する時に外す際は、注記として「チェーンソーによる造材作業の発生」に関

する事項を記載すると良いだろう。恐らく、全木集材する場合にはある程度径級

の大きな材は出てくるため、このチェーンソー作業は発生すると考えられる。 

➡一般化でチェーンソーによる造材作業を外す場合は、注記するなどで対応する。 

・調査した結果の生産性が一般化する時の数値として妥当かどうかという話だが、調査箇所

数を増やしたり、日報ベースとの突合せによる確認作業したりの作業が必要とな

ってくる。そのため、今回は注記としてケーススタディとして条件を明示する必

要があるだろう。それにより読み手は、注記内容も踏まえて判断すると考える。 

➡対応する。 

・（P35）チッパーの出力別という試算があるが、一般的には出力が大きくなるとスケール

メリットで単価が下がるが、そのような並びにはなっていない。ただ原因として

は、単純に規模の大きな機械を導入しても、スケールメリットを生かせるだけの

林地残材を集めることは現実的にできないということはあるので、そういう理解

もできる。 

また、（P30）架線集材を選択する条件の「高知県の事例」において、川井木材で

は、施業面積が 1ha 以上、400 ㎥/ha、平均傾斜 20 度以上など、1 回の架線の張

り替えでどの程度のまとまりを処理するかということが判断材料になっている

かと考えるが、生産性の違いはあれ、川井木材の示した数値は目安としても妥当

だと感じている。なお、施業要件については、具体的な数値を示せるわけではな

いが、これまでの経験則としての感想である。 

・チッパーの出力規模で、200kW、300kW、400kW の内、400kW のみに絞ってとりまとめ

るのも良いかと発言していたが、大型のものが必ずしも良いとは限らない。また、

出力規模が小さいものの方が機械の価格も安いため有利な場合もあるだろう。そ

のため、中規模の出力のものも排除せずに活用する方が良いと考える。 

➡対応する。 

・事務局：先行伐倒についてご意見を伺いたい。今回の資料には試算が間に合っていないが、

（Ｐ28）先行伐倒の生産性を、参考文献から全木集材を 90 ㎥/ 日、全幹集材を 82
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㎥/ 日と設定した。事後のヒアリングにより、宮崎県の事例では、先行伐倒は 10

人で 1ha/日を実施し蓄積量は 745 ㎥/ha とすると、745 ㎥/ 日となり、74.5 ㎥/ 人

日となる。同様に、高知県の事例では、先行伐倒は 3 人で 0.1-0.2ha/日を実施し

蓄積量は 419 ㎥/ 日とすると、（0.1ha の時）41.9・（0.2ha の時）83.8 ㎥/ 日とな

り、（0.1ha の時）13.97・（0.2ha の時）27.93 ㎥/ 人日となるが、この数値が妥当

かどうかの意見が伺いたい。 

➡（委員）森林施業プランナーテキストや林野庁公開データでは、間伐も考慮してだと

考えるが 6 ㎥/ 人時や、私の調査では 12 ㎥/ 人時という結果があり、これに 6 時間作

業として考えると、36 ㎥/ 人日や 72 ㎥/ 人日となる。皆伐であれば 70 ㎥/ 人日という

のは余り離れた数値ではないと考える。 

・昨年度の成果報告会やガイドブックは非常に好評であった。その後も森林組合や素材生産

事業者へ配布したとも聞いている。今年度も、素材生産事業者が架線集材を利用し

て林地残材を活用する場合に、このようにすれば良いのかと分かり、林地残材活用

を始めたいと思えるような資料を作成いただけるとありがたい。 
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